
表
静
岡
県
の
項
市
町
村
名
の
欄
中「
沼
津
市

伊
豆
市
」

を
「
沼
津
市

富
士
宮
市

伊
豆
市
」
に
改
め
、
同
項
中

「
富
士
郡

芝
川
町

」
を
削
り
、
同
表
宮
崎
県
の
項
市

町
村
名
の
欄
中
「
高
原
町

野
尻
町
」
を
「
高
原
町
」
に

改
め
、
同
表
鹿
児
島
県
の
項
中
「
伊
佐
市
」
を
「
伊
佐
市

姶
良
市
」
に
、「
姶
良
町

蒲
生
町

湧
水
町
」
を
「
湧

水
町
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

平成™™年š月™š日 火曜日 第œ™��号官 報

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
は
、
厚

生
労
働
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
が
、
特
別

会
計
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
特
別
保
健
福
祉
事
業
資
金
の
財
政
融
資
資
金
へ
の

預
託
に
よ
り
生
じ
た
利
子
の
超
過
受
入
額
を
、
財
政
投

融
資
特
別
会
計
の
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
歳
入
に
繰
り

入
れ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
発
す

る
国
庫
金
振
替
書
に
は
、
振
替
先
と
し
て
「
財
務
省
大

臣
官
房
」
と
記
載
し
、
か
つ
、
払
出
科
目
と
し
て
「
特

別
保
健
福
祉
事
業
資
金
」、
受
入
科
目
と
し
て
「
何
年

度
、
財
務
省
所
管
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資

金
勘
定
、
歳
入
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
九
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労

働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
二
条
第
二
項
の
市
町
村
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派

遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
第
二
条
第
二
項
の
市
町
村
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労

働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二

条
第
二
項
の
市
町
村
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
令
第
七
十
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
F̊
中

「
北
海
道
天
塩
郡
天
塩
町
天
塩
川
口
灯
台
中
心
点
」を「
北

緯
四
十
四
度
五
十
二
分
四
十
九
秒
東
経
百
四
十
一
度
四
十

四
分
三
十
六
秒
の
点
（
旧
天
塩
川
口
灯
台
中
心
点
）」
に

改
め
、
同
AK
及
び

(100)
中
「
同
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
幌
泉
灯

台
中
心
点
」
を
「
北
緯
四
十
二
度
一
分
東
経
百
四
十
三
度

九
分
二
秒
の
点
（
旧
幌
泉
灯
台
中
心
点
）」に
改
め
、
同

(140)

及
び

(141)
中
「
松
崎
町
波
勝
埼
」
を
「
南
伊
豆
町
波
勝
岬
」

に
改
め
、
同

(142)
中
「
駿
東
郡
長
泉
町
」
を
「
裾
野
市
」
に

改
め
、
同

(145)
中
「
浜
名
郡
新
居
町
」
を
「
湖
西
市
」
に
改

め
、
同

(147)
中
「
北
牟
婁
郡
紀
北
町
」
を
「
尾
鷲
市
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
カ
中
「
同
道
様
似
郡
様
似
町
様
似
港
東

防
波
堤
灯
台
中
心
点
」
を
「
北
緯
四
十
二
度
七
分
三
十
三

秒
東
経
百
四
十
二
度
五
十
五
分
の
点
（
旧
様
似
港
東
防
波

堤
灯
台
中
心
点
）」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
北
海
道
様
似

郡
様
似
町
様
似
港
東
防
波
堤
灯
台
中
心
点
か
ら
同
灯
台
中

心
点
」
を
「
北
緯
四
十
二
度
七
分
三
十
三
秒
東
経
百
四
十

二
度
五
十
五
分
の
点（
旧
様
似
港
東
防
波
堤
灯
台
中
心
点
）

か
ら
同
点
」
に
、「
及
び
同
道
」
を
「
及
び
北
海
道
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
ハ
L̃
中
「
常
呂
郡
」
を
削
り
、
同
表
い

か
釣
り
漁
業
の
項
第
一
号
ホ
c
中
「
北
斗
市
」
を
「
上
磯

郡
知
内
町
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
四
号

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

第
七
十
八
条
第
二
号
及
び
第
七
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら

第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁

団
体

第
五
十
一
条
の
三
第
一
号
中
「
名
簿
」
の
下
に「（
第
四

十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
）」を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
四
号
中
「
第
七
十
二
条

第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
九
十
号

町
村
の
廃
置
分
合

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
吾
妻
郡
六
合
村
を
廃
し
、

そ
の
区
域
を
中
之
条
町
に
編
入
す
る
旨
、
群
馬
県
知
事
か

ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

右
の
処
分
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
そ

の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

〇
法
務
省
告
示
第
百
四
十
五
号

長
野
県
上
田
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
の
一
部
が
滅
失

し
た
た
め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に

掲
げ
る
者
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
に
、

同
市
長
に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
除
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、
申

請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載
を

要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に
申

し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
除
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
除
籍
に
記

載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
現
に

所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
上
田
市
役
所
又
は
長
野
地
方
法
務
局
上
田
支
局
に

照
会
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

法
務
大
臣

千
葉

景
子

長
野
県
小
県
郡
神
川
村
四
百
八
十
五
番
地

山
Ä
時
次
郎

〇
法
務
省
告
示
第
百
四
十
六
号

鹿
児
島
県
奄
美
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
の
一
部
が
滅

失
し
た
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

法
務
大
臣

千
葉

景
子

鹿
児
島
県
大
島
郡
住
用
村
大
字
見
里
百
三
十
七
番
地

田
中
武
次
郎

〇
法
務
省
告
示
第
百
四
十
七
号

大
阪
市
都
島
区
役
所
保
存
の
次
の
原
戸
籍
の
一
部
が
滅

失
し
た
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

法
務
大
臣

千
葉

景
子

大
阪
市
都
島
区
東
野
田
町
三
丁
目
四
十
五
番
地津

田

秀
次

〇
法
務
省
告
示
第
百
四
十
八
号

福
岡
県
大
牟
田
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失
し
た

た
め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に
掲
げ

る
者
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
に
、
同
市

長
に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
除
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、
申

請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載
を

要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に
申

し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
除
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
除
籍
に
記

載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
現
に

所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
大
牟
田
市
役
所
又
は
福
岡
法
務
局
柳
川
支
局
に
照

会
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

法
務
大
臣

千
葉

景
子

福
岡
県
大
牟
田
市
本
濱
田
町
一
番
地

松
永

マ
サ
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